
 

 

新型コロナウイルス感染症対策特別委員会審査日程 

日時 令和２年５月１日（金） 

本会議終了後 

場所 第２委員会室 

 

付議事項  

１ 新型コロナウイルス感染症の影響及び対応等の情報について 

(1) 国の経済対策の状況（総務課） 

 

(2) 税金（税務課） 

 

(3) 医療（健康増進課） 

 

(4)  高齢者、介護保険料（高齢福祉課） 

 

(5) 障がい者（障害福祉課） 

 

(6) 保育所、児童クラブ（子育て支援課） 

 

(7) 国民健康保険料（国保年金課） 

 

 
２ その他 

 

 

 

 

































































































 

 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置（地方税関係） 

 

１ 徴収の猶予制度の特例 

収入が大幅に減少（前年同期比概ね２０％以上の減少）した場合において、無担保かつ延

滞金なしで１年間、徴収猶予できる特例を設ける。 

※令和２年２月１日から令和３年１月３１日までに納期限が到来する地方税について適

用 

 

２ 中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置 

厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和３年度課税の１年分に限り、償却資産

及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を２分の１又はゼロとする。 

令和２年２月～１０月までの任意の３ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、 

○３０％以上５０％未満減少している者 ２分の１ 

○５０％以上減少している者 ゼロ 

※この措置による減収額については、全額国費で補塡 

 

３ 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業

者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加える。また、

生産性向上特別措置法の改正を前提に、適用期限を２年延長する。 

※今回の拡充・延長による減収額については、全額国費で補塡 

 

４ 自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長 

自動車税・軽自動車税環境性能割の税率を１％分軽減する特例措置の適用期限を６月延

長し、令和３年３月３１日までに取得したものを対象とする。 

※この措置による減収額については、全額国費で補塡 

新型コロナウイルス感染症対策特別委員会資料 
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総務部税務課 



徴収の猶予制度の特例（案）

○ イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措

置に起因して多くの事業者の収入が急減しているという現下の状況を踏まえ、地方税において

も、無担保かつ延滞金なしで１年間、徴収猶予を適用できる特例を設ける。

※ 基本的に全ての税目が対象（証紙徴収による地方税は除く）。

※ 本特例は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する地方税について適用する。その際、施行日前に

納期限が到来している地方税についても遡及して適用できることとする。

現 状（財産の損失が生じていない場合（注）） 特 例 （案）

○ 事業につき著しい損失を受けた場合で、

一時に納付・納入することができないと

認められるときに、

徴収を猶予。

○ 原則として、担保の提供が必要。

○ 延滞金は軽減（年１．６％）。

○ 令和２年２月から納期限までの

一定の期間（１か月以上）において

収入が大幅に減少（※）した場合について

徴収を猶予。

※ 前年同期比概ね２０％以上の減

※ 一時に納付・納入が困難と認められる場合に適用

○ 担保は不要。

○ 延滞金は免除。

（注）新型コロナウイルス感染症の影響により財産に損失が生じた場合は現状でも延滞金は免除。
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中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る
固定資産税及び都市計画税の軽減措置(案)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している
中小事業者等に対して、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減する。

この措置による固定資産税及び都市計画税の減収額については、全額国費で補塡する。

○ 以下の要件を満たす中小事業者等（※１） （原則として業種限定せず）を対象とし、以下に掲げる
割合を軽減する。

○ 当該措置は令和３年度の課税分に限定。

３０％以上５０％未満減少している者 ２分の１

５０％以上減少している者 全額

○ 償却資産と事業用家屋を対象とする。

令和２年２月～１０月までの任意の３ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、

○ 令和３年１月31日までに、認定経営革新等支援機
関等（※２）の認定を受けて各市町村に申告した者に
適用する。虚偽の記載をした場合の罰則を設ける。

対応（案）

＜軽減措置の流れ（イメージ）＞

会計帳簿等で売上高減少要
件を満たしているかを確認

事業者

認定経営革新等
支援機関等（※２）

市町村

②認定

③申告

④軽減

（１月末日まで）

①申請

（※２）税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など
（税理士、公認会計士、弁護士など）

（※１） 「中小事業者等」とは、資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人、資本又は出資を
有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員
の数が1,000人以下の個人
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生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス
感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象を
拡充するとともに、適用期限を２年延長する。

今回の拡充・延長による固定資産税の減収額については、全額国費で補塡する。

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長（案）

現行制度 対応（案）

○ 生産性革命・集中投資期間（平成30年度～令

和２年度）に限定。

○ 生産性向上特別措置法の改正を前提に令和

４年度までの２年間に限り延長。

○ 対象資産に、事業用家屋と構築物を追加。

• 事業用家屋は取得価額の合計額が300万円

以上の先端設備等とともに導入されたもの。

• 構築物は旧モデル比で生産性が年平均１％

以上向上する一定のもの。

※事業用家屋・構築物ともに、中小事業者等の認定先

端設備等導入計画に位置付けられたもの。

※特例率は現行と同様に、３年間、ゼロ以上１／２以下で市町村の条例で定める割合。

○ 以下の設備投資が対象。

• 機械及び装置、器具及び備品、工具、建物

附属設備。

※旧モデル比で生産性（単位時間当たりの生産量、

精度、エネルギー効率等）が年平均 １％以上向

上する一定のもの。

※中小事業者等の認定先端設備等導入計画に位

置付けられたもの。
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寄附金の区分 所得税 個人住民税

国に対する寄附金 ○ ×

指定寄附金
（公益を目的とする事業を行う法人（国立大学法人等）又は団体に対する寄附金で公益の増進
に寄与し緊急を要する特定の事業に充てられるもの）

○

特定公益増進法人に対する寄附金
（独立行政法人、公益社団法人・公益財団法人、一定の私立学校法人、社会福祉法人 等）

○

一定の要件を満たす特定公益信託に対し支出した金銭 ○

ＮＰＯ法人に
対する寄附金

① 都道府県知事・指定都市市長が認定したＮＰＯ法人
（平成23年度改正前は国税庁長官が認定）

○

② ①以外のＮＰＯ法人 ×

政党等に対する政治活動に関する寄附金 ○ ×

都道府県・市区町村が

条例で指定※すれば ○

※ 住所所在の道府県内の共同募金会及び日赤支部に対する寄附金については、条例の指定不要

○ 所得税において寄附金控除の対象となるもののうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして当
該地方団体の条例で定めるものについて、当該地方団体の個人住民税の税額控除の対象とする。

税額控除割合：道府県民税４％、市町村民税６％※（合計最大10％）
※指定都市に住所を有する者については、道府県民税２％、市民税８％

○ 本特例を用いた寄附金控除の対象金額（対象となる寄附金額）は、所得税と同様の上限とする。

【参考】 現行の個人住民税における寄附金控除の対象（ふるさと納税を除く）

イベントを中止等した事業者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る
個人住民税における対応（案）

対応方針（案）
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自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長（案）

令和元年10月１日から令和２年９月30日までの間に取得した自家用乗用車（新車・中古車）

自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の税率を1％分軽減

税率 臨時的軽減

非課税 非課税

1.0％ 非課税

2.0％ 1.0％

3.0％ 2.0％

税率 臨時的軽減

非課税 非課税

1.0％ 非課税

2.0％ 1.0％

〔登録車〕 〔軽自動車〕

対 象

措置内容

※ 環境性能割については、新車・中古車を問わず対象。

※ 免税点は50万円（中古車については、全体の約９割が非課税）。

現行制度

〇 自家用乗用車（登録車及び軽自動車）を取得した場合、自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割

の税率を１％分軽減する特例措置について、その適用期限を６月延長し、令和３年３月31日までに取得した

ものを対象とする。

〇 この措置による自動車税及び軽自動車税の減収額については、全額国費で補塡する。

この措置による自動車税及び軽自動車税の減収額については、地方特例交付金により全額国費で補塡。

対応（案）
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住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人住民税における対応（案）

○ 住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で
個人住民税から控除。

※ 控除限度額 ： 所得税の課税総所得金額等の７％（最高13.65万円）
※ 令和３年（2021年）12月末入居分までの措置（所得税と同様）

○ 住宅ローン控除による個人住民税の減収額は、地方特例交付金により全額国費で補塡。

＜ 現行制度 ＞

○ 所得税において新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン控除の適用要件を

弾力化する措置が講じられる場合には、当該措置の対象者についても、住宅ローン控除可能額

のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除する。

○ 今回の適用要件の弾力化による措置分についても、全額国費で対応する。

対応（案）
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耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化（案）

○ 耐震基準不適合既存住宅について、その取得の日から６月以内に耐震改修を行い、耐震基
準に適合することにつき証明を受け、かつ、入居した場合に、当該住宅が新築された時点に応
じて一定の額に税率を乗じて得た額を減額する。

＜ 現行制度 ＞

○ 特例対象住宅をその取得の日から６月以内に居住の用に供することができない場合にお

いて、次に掲げる要件を満たすときは、当該特例措置を適用できることとする等所要の措

置を講ずる。

① 新型コロナウイルス感染症の影響によって当該耐震改修した住宅を居住の用に供する

こととなった日が当該取得の日から６月を経過する日後となったこと。

② ①の耐震改修に係る工事の請負契約を、当該住宅の取得の日から５月を経過する日又

は法律の施行の日から２月を経過する日のいずれか遅い日までに締結していること。

③ ②の耐震改修に係る工事の終了後６月以内に、当該住宅を居住の用に供すること。

※ 令和３年度末入居分までの特例措置

対応（案）

7



５ イベントを中止等した事業者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用

に係る個人住民税における対応（案） 

所得税において寄附金控除の対象となるもののうち、住民の福祉の増進に寄与するもの

として当該地方団体の条例で定めるものについて、当該地方団体の個人住民税の税額控

除の対象とする。 

税額控除割合：道府県民税４％、市町村民税６％※（合計最大１０％） 

※本特例を用いた寄附金控除の対象金額（対象となる寄附金額）は、所得税と同様の上限 

 

６ 住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人住民税における対応 

所得税において新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン控除の適用要件

を弾力化する措置が講じられる場合には、当該措置の対象者についても、住宅ローン控

除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税

から控除する。 

※今回の適用要件の弾力化による措置分についても、全額国費で対応 
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●福祉部における新型コロナウイルス感染症への対応状況 

 

健康増進課 

１  新型コロナウイルス感染症の山口県でのＰＣＲ検査及び発生状況 

４月２９日現在の県内のＰＣＲ検査状況は、１，２８５人。 

陽性と判定された方は３２人（市内発生は４月２７日に１名） 

※ＰＣＲ検査は、山口県環境保健センターで実施。ＰＣＲ検査の検体接種は帰

国者・接触者外来（医療機関は非公開）及びかかりつけ医（帰国者・接触者相談

センターに相談後、行政検査が必要であると判断された場合のみ。ただし検体採

取が可能な医療機関に限る）で実施されている。 

 

２  マスクの配布状況について 

妊婦に対しては、国から布マスクを１人２枚配布予定であったが、現在は配布

中止のため配布していない。また、企業からの寄付のうち５，０００枚（１人１

０枚を５００人）を配布することとしている。 

子どもに対しては、企業からの寄付６００枚を受けスマイルキッズに３００

枚、幼児健診、急患診療所などで活用するために３００枚を配布した。また山口

県からの購入分として４，０００枚を公私保育園、ことばの教室、埴生幼稚園の

子ども、職員に１人あたり２枚配布した。その他、山陽小野田市保育協会へ１３，

０００枚を寄贈した。 

医療機関に対しては、第一段として１，１００枚、第二弾として４７，０００

枚を医師会へ寄贈し各医療機関へ配布してもらった。 

障がい者に対しては、１０，０００枚を障がい者手帳所持者のうちじん臓機能障

がい、呼吸器機能障がい、免疫機能障がい、心臓機能障がいがある方を対象とし

て配布することとしている。 

介護施設等に対しては、地域包括支援センター利用者分及び委託先の事業所

への利用者分を含めて、国からのマスク６６０枚配布をした。 

 

３  相談窓口等の啓発について 

広報、HP等を通じて周知 ※資料１参考 

 

 

 

高齢福祉課 

１ 高齢者への影響と対応 

新型コロナウイルス感染症対策特別委員会資料 
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○高齢者が感染すると重症化するリスクが高いとされていることから、感染防

止を図るために下記のとおりイベントや事業を中止・延期した。 

（１）中止が決定したイベント・事業 

4 月 16 日  在宅医療介護連携推進研修会 

6 月 18 日  はつらつシニアスポーツ大会（小野田地区） 

7 月 6 日   はつらつシニアスポーツ大会（山陽地区） 

10 月 8 日  老人クラブグランドゴルフ大会 

 

（２）実施を延期しているイベント・事業  

2 月 25 日～  住民運営通いの場 

2 月 25 日～  認知症カフェ 

2 月 25 日～  介護予防応援隊の活動 

2 月 25 日～  各会議や出前講座、研修など 

3 月 4 日～   いきいき介護支援ボランティア 

3 月 4 日～   心配ごと相談 

3 月 4 日～   老人福祉作業所の活動 

 

（３）市民への情報提供について 

・上記イベント・事業の中止・延期については全てホームページに掲載し、関係

団体があるものについては代表者又は担当者に電話連絡を行った。   

・いきいき百歳体操など住民運営通いの場の代表者へ休止の要請について電話

連絡を行い、その後文書にて通知した。   

・住民運営通いの場参加者に対し、自宅でできる運動を勧めるチラシ「家庭でで

きる運動を続けましょう」（※資料２）を作成し、代表者を通じて配布した。 

・「家庭でできる運動を続けましょう」のチラシをホームページに掲載した。 

・介護予防・総合事業のサービス利用者への布マスク配布時に、家庭でできる運

動のチラシを同封した。 

 

２ 介護事業所の状況 

○介護事業所の休止等の状況（4月30日時点） 

 市内でサービスを休止又は一部休止されている事業所は５法人。 

休止等されている事業所では、家族への説明を丁寧に行った上、同一法人内で

サービスの継続ができるよう調整されたり、受入を最小限にされるなどの対応

をされている。 

 

３ 新型コロナウイルス感染症対策に係る介護保険料関連の措置 
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○保険料の徴収猶予 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したと認められる場合

は、市介護保険条例第23条の規定に従い、保険料の徴収猶予を行う。 

 

○保険料の減免 

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少したと認められる

場合は、市介護保険条例第 24 条の規定に従い、今後国から示される基準によ

り保険料の減免を行う。 

 

※新型コロナウイルス感染症の影響による減免措置の減免基準等の詳細につ

いては、国から追って通知される予定。 

 ※介護保険料の徴収猶予及び減免の制度の被保険者への周知については、市

広報紙（４月１５日号）に掲載するとともに、市ホームページにも掲載し

ている。また、６月の納入通知書送付時に、当該制度に係る説明を加える

ことで、さらなる周知を図る予定としている。 

 

 

 

障害福祉課 

新型コロナウイルス感染症の障がい者への影響及び対応について 

 

１ 中止が決定したイベント 

 ・ふれあい運動会 ・採火フェスティバル 

 

２ 障害福祉サービス等の在宅サービス対応に係る状況 

サービスの提供の継続性の観点から、利用者の居宅等においても健康管理や相

談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市が認める場合には、通常提供

しているサービスと同等の支援を行ったとみなし、報酬の算定が可能。 

※障害福祉サービス事業所等から在宅におけるサービス提供について申請が

受けられるよう、申請書を HP に掲載するとともに、事業所にはメールで周

知。 

○緊急事態宣言後の県の対応（県から事業所へ通知） 

利用者の状況や家族の状況を踏まえ可能な場合、サービス利用の自粛を要請。 

また支援が必要な利用者に対する支援の提供や代替サービスの確保について

依頼。 

※市内事業所に対し県と同様の依頼を行うとともに、事業所における対応の検
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討状況を確認。 

○市内事業所の休止状況（4 月 30 日時点） 

 ※1 事業所（放課後等デイサービス）が 4/29～5/14 まで休止。相談支援事業

所と連携し、家庭の状況で対応できない方については他事業所で対応。 

 

３ 視覚障がいのある方等への情報発信 

※広報（令和 2 年 3 月 1 日号から）：知っておいて頂きたい情報をピックアッ

プし、点訳・音訳を依頼し、視覚障がいのある方へ送付。（感染予防に努め、

ボランティアの方の人数も制限し、短時間で実施） 

※随時：視覚障がいのある方の内、独居の方で障がい福祉サービスや介護保険

を利用されている方へは、伝えて欲しい内容を相談支援専門員やケアマネジ

ャーへ伝えた上で、情報提供を依頼。その他の方へは、障害福祉課から電話

により情報提供。 

 ※各種文書の発送に併せて、相談窓口や感染症予防（3 密を避ける）等につい

てのチラシを送付。 

 

 

 

子育て支援課 

１ 保育所、児童クラブの対応状況 

○３月２日から２６日まで小中学校が臨時休業となる。 

※国の「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連し

ての保育所等の対応について」に則って対応。 

・保育所 

   保護者が働いており、家に１人でいることができない年齢の子どもが

利用するものであることから、感染予防に留意した上で開所。 

   卒園式は規模を縮小して実施。 

・児童クラブ 

   共働き家庭など留守家庭の子どもを対象とし、特に小学校低学年の子

どもは留守番をすることが困難な場合があると考えられることから、感

染予防に留意した上で開所。 

   小学校の臨時休業に伴い開所時間を午前８時に変更。感染防止のため

可能な限り自宅待機をお願いした。 

時間変更に伴う支援員不足を解消するため、給食センター調理員に支

援員補助を依頼。 

○新年度開始後の対応。 
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・保育所 

上記と同じ対応で開所。入園式は規模を縮小して実施。 

・児童クラブ 

４月８日から小学校の新学期開始に伴い通常時間帯（放課後から１８ 

時まで）の開所。 

○４月１５日に宇部市で感染者を確認。４月１６日に緊急事態宣言が全国 

に発令されたため、小中学校が４月１６日から５月６日まで臨時休業と 

なる。 

※国の「緊急事態宣言後の保育所等の対応について」に則って対応。 

・保育所 

   園児が安全に過ごすことができる環境を整えるため、４月２１日から 

５月６日までの間、保護者が仕事を休んで家にいることが可能な園児の

登園自粛を要請。 

・児童クラブ 

   児童が安全に過ごすことができる環境を整えるため、４月１６日から

５月６日までの間、真に保育が必要な児童を除いて、利用の自粛を要

請。 

小学校の臨時休業に伴い１２か所の開所時間を午後１時に変更（午前

中は各小学校が児童の居場所を提供）。１か所（第二厚狭児童クラブ）

は午前８時から開所。 

○４月２７日に本市で感染者を確認。小中学校の臨時休校が５月２４日ま

で延長となる。 

・保育所、児童クラブ 

   感染拡大防止のため、５月１日から５月２４日まで原則として臨時休

園、休所とする。ただし、真に保育が必要な家庭の園児、児童について

は保育する。 

 

２ 保育料について 

・保育所 

登園自粛を要請した４月２１日から臨時休園期間中の保育料について

は登園日に応じた日割り計算とする。 

・児童クラブ 

利用自粛を要請した４月１６日から臨時休所期間中の保育料について

は利用日に応じた日割り計算とする。 

  ※小学校の臨時休業により時間延長となった部分に係る児童クラブ保育

料については、保護者に新たな負担を求めない。 
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国保年金課 

 新型コロナウイルス感染症対策に係るその他市民生活（国民健康保険料及び

後期高齢者医療保険料）関連の対応 

 

１ 保険料の徴収猶予 

新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の全部または一部を一時に納

付することが出来ない場合は、市国民健康保険条例第26条の規定に従い、保険

料の徴収猶予を行う。 

 

２ 保険料の減免 

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少したと認められる

場合は、市国民健康保険条例第 27 条の規定に従い、今後国から示される基準

により保険料の減免を行う。 

 

※新型コロナウイルス感染症の影響による減免措置の減免基準等の詳細につ

いては、国から追って通知される予定。 

※後期高齢者医療保険については、市は申請書の受付及び県後期高齢者医療

広域連合への送達のみを行い、審査及び決定は広域連合が行う。 

 ※保険料の徴収猶予及び減免の制度の被保険者への周知については、４月に

広報誌に掲載するとともに、市ホームページにも掲載している。また、６

月の納入通知書送付時に、当該制度に係る説明文書を加えることで、さら

なる周知を図る予定としている。（国民健康保険料） 

  


























